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1．はじめに

2011年3月11日に発生した東日本大地震

とそれによる津波は、東京電力福島第一原子

力発電所を襲い、日本中を原子力災害に巻き

込んでいった。原子力災害に対して、国、地

方公共団体、医療機関、初動対応機関等、多

くの関係機関がそれぞれの役割において対応

し、結果として多くの課題も見出された。

当時の放射線医学総合研究所（現　量子科

学技術研究開発機構）は、放射線あるいは被

ばく医療の専門機関として、現地あるいは国

等に専門家を派遣したり、被ばく医療の患者

を受け入れたり、専門機関としての情報発信

など、様々な対応を行った。このような対応

の中で、原子力災害における緊急被ばく医療

体制の課題も多く見出された。

ここでは、放射線医学総合研究所が対応し

た被ばく医療を中心に、東電福島第一原発事

故について概要を紹介する。

2．事故の概要

東京電力福島第一原子力発電所は、2011

年3月時点で6基の原子炉のうち3基が稼働し

ていた1）。残りの3基は定期点検中であった。

3月11日に東日本大震災が発生し、マグニ

チュード9.0の巨大地震と津波がこの原子力

発電所を襲った。地震によって外部電源を喪

失し、津波による浸水によってほぼ全ての非

常用電源を喪失したことで、原子炉の冷却機

能を失い、稼働中の3基の炉心が過熱し、核燃

料が溶け、格納容器が破損して、放射性物質

が大気に大量に放出された。放出された放射

性物質によって外部被ばく※1、内部被ばく※2

が生じた。さらに原子力発電所から半径

20 km 以内の地域に避難命令が出され、多

くの住民が避難を余儀なくされた。国は、

2011年4月22日に、事故の日から1年間に被

ばくすると予測される線量20 mSv（ミリシー

ベルト）の基準を超える可能性のある区域を

「計画的避難区域」として設定した 2）。

その後、これらの警戒区域、避難指示区域

等は、放射線量や地域特有の解決すべき課題

に応じた見直しが行われ、区域の解除が行わ

れる一方で、帰還困難区域が指定され避難の

継続を余儀なくされている地域もある。事故

から8年以上が経過した現在でも事故対応は

継続している。

3．緊急被ばく医療とその体制

緊急被ばく医療とは、放射線による外部被

ばくと内部被ばくの治療、放射性物質による

汚染がある創傷の処置などを行う医療であ

り、治療方針の決定には被ばく線量評価が不

可欠である。さらに放射性物質による汚染が

ある場合、処置時にも放射線管理、汚染拡大

防止の措置が必要となる。このため被ばく医

療は一般の医療と異なり、被ばく線量評価、
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※1
外部被ばく
放射線を体外から浴びる
こと。大量の放射線を一
度に浴びると急性の障害
が起こる。

※2
内部被ばく
呼吸あるいは食物の摂取
によって体内に放射性物
質を取り込むことで、体内
の放射性物質から放出さ
れる放射線で被ばくする
こと。
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放射線計測、放射線管理の分野と医療が連携

する必要がある。

高線量の外部被ばくをした場合、骨髄障害

や消化管障害、皮膚障害、神経・血管障害な

ど多彩な症状を呈することになるので、全身

管理、骨髄移植、皮膚移植などの治療が必要

となる。内部被ばくをした場合には、体内に

取り込んだ核種によって排泄を促すなどの治

療薬が異なる。特に原子力災害時に内部被ば

くの原因となる放射性セシウムの内部被ばく

に対する治療薬はプルシアンブルー（ラジオ

ガルダーゼⓇ）（図1）である。フェロシアン

化第2鉄に属し、一般的には青色顔料として

ペンキ、インク、クレヨンなど身近なところ

で日常使われている。消化管に吸収されない

コロイド状物質で、毒性が低く、経口的に使

用でき、セシウム、タリウムなどのある種の

一価の陽イオンに対し、結合して便中への排

泄を促進する。この治療薬は通常の診療には

使用しないため、一般の医療機関にはなく、

限られた医療機関で保有されている。

現在の原子力防災体制においては、国が基

幹高度被ばく医療支援センター（量子科学技

術研究開発機構）、高度被ばく医療支援セン

ター（弘前大学、福島県立医科大学、広島大

学、長崎大学）を指定し、さらに原子力災害

対策重点区域がある道府県が原子力災害拠点

病院、原子力災害医療協力機関を指定して、

一般の医療とは異なる被ばく医療が提供でき

るように体制整備されている。

4．福島での緊急被ばく医療

放射線医学総合研究所は、被ばく医療、被

ばく線量評価、放射線計測、放射線管理など

の専門家から構成される緊急被ばく医療派遣

チ ー ム（Radiation Emergency Medical As-

sistance Team：REMAT）を2010年に結成し、

放射線緊急事態では、現地に REMAT を派遣

し、様々な活動、支援等ができるように整え

ていた。この REMAT は当初海外の放射線事

故への対応を念頭に組織されたものであった

が、東京電力福島第一原子力発電所の事故対

応でもこの REMAT の体制、資器材を活用

した。

放射線医学総合研究所は、3月12日に医師、

看護師、放射線計測の専門家の3名を福島県

双葉郡大熊町に所在していたオフサイトセン

ター（緊急事態応急対策拠点施設）に派遣し

た。その後も被ばく医療、放射線計測、線量

評価など様々な事態に専門家としての助言、

支援を行うため、約1,200人・日の職員を福

島県内の様々な活動の拠点に派遣した。これ

らの活動の中で、被ばく医療に関係するもの

として、福島県立医科大学での被ばく医療へ

の支援と避難者の一時立ち入りの支援活動が

挙げられる。

（1）福島県立医科大学での活動
福島県立医科大学は当時の緊急被ばく医療

体制では、二次被ばく医療機関に指定されて

おり、被ばくあるいは放射性物質が付着した

負傷者等を受け入れる施設となっていた。

2016年8月までは、国は原子力施設の立地、

隣接道府県は被ばく医療に対応する初期被ば

く医療機関（主に外来診療）と二次被ばく医

療機関（主に入院診療）を指定し、各地域の

図 1　プルシアンブルー（ラジオガルダーゼⓇ）
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被ばく医療体制整備を進めていた。三次被ば

く医療機関（専門的な診療）としては、広島

大学と放射線医学総合研究所が指定されて

いた。

しかし、福島県立医科大学には緊急被ばく

医療の経験がなく、当初より長崎大学、広島

大学、放射線医学総合研究所が支援をして

いた。

3月24日に東電福島第一原子力発電所で作

業員3名が、原子炉建屋内での作業によって、

高濃度の放射性物質が足に付着（表面汚染※3）

し、事故発生直後の作業による内部被ばくが

疑われたことから、福島県立医科大学で除

染 ※4後、フォローおよび内部被ばくの線量

評価のために放射線医学総合研究所に転院し

た事例があった。福島県立医科大学での処置

では、作業員の身体の一部が高濃度に放射性

物質によって汚染されていたため、測定器の

測定範囲を超過していた。このため、放射線

医学総合研究所の専門家が遮蔽体を利用して

汚染の程度を評価するなどの助言、支援を行

い、除染の処置を行った。実際には、遮蔽体

によって検知器に入射する放射線を弱めるこ

とで、検知器の測定範囲で表面汚染の程度を

評価した（図2）。

放射線医学総合研究所に転院後に、内部被

ばくと皮膚の被ばく線量の評価を行なった

が、治療を必要とするほどの被ばくはなかっ

た。足を汚染した水につけたことで放射性物

質が付着したため、この汚染した水の放射性

物質の濃度を計測し、その結果をもとに計算

による皮膚の被ばく線量評価を行なった。2

週間後に皮膚の状況を確認した際にも放射線

による影響はなかった。

（2）一時立ち入りの支援
避難した住民や事業者等から、警戒区域内

の自宅や事業所に立ち入り、必要な日用品、

貴重品等を持ち出すことの要望があり、安全

に警戒区域に一時的に立ち入るプロジェクト

が国主導で実施された。このプロジェクトの

中で、立ち入り者の被ばく管理、汚染対策、

救急医療といった被ばく医療の対策も必要と

なったことから、放射線医学総合研究所は、

一時立ち入りの拠点において、被ばく管理、

汚染検査、除染、救急医療の取りまとめのた

めに被ばく医療、放射線管理等の専門家を多

数派遣した。警戒区域内に入る前に注意点を

説明し、立ち入り後には体と持ち出した日用

品等の汚染検査を実施した（図3）。専門家

として放射線医学総合研究所以外に、弘前大

学、広島大学等からも専門家が派遣された。

5． 放射線医学総合研究所で
の緊急被ばく医療

前述の高濃度の放射性物質が付着した作業

図 2　遮蔽体を使用した汚染検査

2011年3月に福島県立医科大学で撮影した実際の写真

図 3　一時立ち入りの拠点
※3
表面汚染
放射性物質が身体、衣
服や資器材の表面に付
着すること。汚染がある事
故対応では、放射性物
質の汚染拡大防止が必
要になる。

※4
除染
身体や資器材に付着して
いる放射性物質を除去す
ること。方法は、拭き取り
や洗い流すことになるが、
拭き取りに使用したタオル
等、水は放射性物質が
付着するので、放射性物
質として処分する必要が
ある。
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員の他に放射線医学総合研究所で対応したの

は、3号機建屋の水素爆発で負傷した自衛隊

員や内部被ばくをした作業員である。東電福

島第一原子力発電所のサイト内で作業した東

電および関連企業の職員の中には、放射性ヨ

ウ素の吸入によって内部被ばくした作業員が

多数いた。その中で、実効線量※5が250 mSv

を超過した可能性があった7名の作業員に対

し、放射線医学総合研究所で詳細な被ばく線

量評価と医学的評価を行った。この7名の作

業員は、放射性ヨウ素による内部被ばくの線

量が高く、甲状腺機能への影響も考えられた

ため、放射線医学総合研究所では甲状腺機能

の評価を行ったが、結果はすべての作業員の

甲状腺機能は正常であった。甲状腺機能を含

めて、医学的なフォロー、体外計測による内

部被ばくの評価を現在も継続して実施して

いる。

なお、東電福島第一原子力発電所で緊急作

業に従事して被ばく線量（実効線量）が1年

につき50 mSv を超えた者に対して、1年に1

回、白内障の検査を実施すること、および

100 mSv を超える者に対して、1年に1回、

がん検診等（甲状腺の検査は3年から5年に1

回）を実施することが「原子力施設等におけ

る緊急作業従事者等の健康の保持増進のため

の指針 3）」で定められている。

6．おわりに

東電福島第一原子力発電所の事故対応にお

いては、幸いにも高線量被ばくの事例はない。

しかし、原子力発電所のサイト内で作業した

者の中には内部被ばくをした者も多数おり、

程度の違いはあるが一般の人たちも内部被ば

くをしている。そして、これらの評価と継続

的な観察が現在も行われている。原子力災害

は、直後の対応だけでなく、健康影響の評価、

地域の除染なども含めて長期的な対応が必要

となる。

放射線医学総合研究所は、今回紹介した活

動以外にも様々な対応、支援を行ってきた4）。

一部の活動は現在も継続されており、さらに

原子力災害のみでなく、放射線事故、放射線

テロ災害にも備えた体制を整備している。
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※5
実効線量
放射線の種類ごとに定め
られた被ばく線量（等価
線量）を、全身被ばくに
換算したもの。すべての組
織ごとに重み付けを行って、
等価線量から算出した線
量を合計する。


